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新型コロナウイルス感染症の５類感染症への位置づけ後の感染対策について 

 

今般、新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日から５類感染症に位置づけら

れることが決定され、これを受けて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処

方針」（令和３年 11 月 19 日（令和５年２月 10 日変更）新型コロナウイルス感染症

対策本部決定）が廃止されることとなりました。これを踏まえ、観光庁より、新しい

旅のエチケット（別紙１）及び個別感染防止策のピクトグラム（別紙２）による周知

は、本年５月７日をもって終了とする旨の事務連絡がまいりました。 

なお、上記観光庁事務連絡に伴い、「観光関連事業者、訪日外国人旅行者も含めた

旅行者への感染症対策周知について（令和５年３月 10 日付け観光庁事務連絡）」に

よる協力依頼につきましても同日をもって廃止するとのことです。 

つきましては、貴会におかれましては、傘下会員に対し、周知をよろしくお願いい

たします。 

 

 



新しい旅のエチケット（日本語版） 

 

  

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html （観光庁 HP） 

https://www.japan.travel/en/practical-coronavirus-information/tips-for-a-safe-trip/ （JNTO HP） 

別紙１ 



新しい旅のエチケット（英語版） 

 

 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html （観光庁 HP） 

https://www.japan.travel/en/practical-coronavirus-information/tips-for-a-safe-trip/ （JNTO HP） 

別紙１ 



個別感染防止策のピクトグラム（日・英） 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html（観光庁 HP） 

 

  

 

別紙２ 


